
日本選挙学会 2006 年度第４回理事会議事録 
 
日時：平成１９年３月１０日（土） １０：３０～１１：５０ 
場所：早稲田大学 西早稲田キャンパス ３号館第３会議室 
出席者：田中（理事長）、伊藤、岩崎、池田、小西、小林、谷、杉本、平野、安野、池谷、

相内、玉井、堤（以上、理事）、河崎、名取、今井（以上、事務局）（敬称略） 
 
１．前回の議事録の確認 
２．各委員会の活動状況について 
（１）企画委員会 

池谷委員長より、2007 年度大会のスケジュールおよび部会タイトルの確認がされた。

ポスターセッション（以下 PS）報告予定 14組のうち 2名の非会員が含まれているが、

共同報告者が会員であることから承認したことが報告された。また PS は一ヶ月前ま

で取り下げが可能なため、大会当日の報告数が減少する可能性も報告された。 
つぎに 2008 年度企画委員会の増山委員長から、企画委員会の構成メンバーについ

て書面にて報告がなされた。メンバーは、増山会員、岡本哲和会員、品田裕会員、福

元健太郎会員、村瀬洋一会員、森裕城会員、中村悦大会員、春木育美会員、竹中治堅

会員、浅野正彦会員の 10 名で、2007 年度大会中に初会合、秋に２度目の会合を持ち、

12 月の理事会にて企画案を提出するというスケジュールが示された。 
（２）年報編集委員会 

平野委員長より年報 22 号と紀要 7 号が発行されたことが報告された。紀要 8 号は 5
月末に刊行予定であること、同号に対しては 9 本の投稿論文があったが、3 月 10 日

開催の編集委員会で最終的な掲載論文を決定することも、あわせて報告された。 
（３）文献委員会 

堤委員長より、前回のニューズレターに業績報告依頼を掲載し、53 名 103 件の回

答を得たことが報告された。今回からウェブによる業績報告が可能になったが、内訳

は郵送 8 名、FAX11 名、ウェブ 24 名、メールが 9 名であった。業績一覧は紀要 8 号

に掲載予定であることもあわせて報告された。 
（４）選挙管理委員会 

杉本委員長より、次回の理事会にて詳細を説明する予定であると報告された。 
３．2007 年度大会開催校より（神戸大学） 

2007 年度総会・研究会について、伊藤大会委員長から、大会運営および大会会場に

ついての説明がなされた。教室案内図・大学へのアクセスマップを基に、総会・分科

会のための教室および機器についてはすべて確保されていること、大学案内等につい

ては改めて詳細なものを作成すること、懇親会は学食で開催することが報告された。 
PS の報告者は自身で機器を持ち込むことになっているが、機材用の台等の準備につ



いては、報告者が企画委員会を通じて開催校に連絡することになる点が確認された。 
４．2008 年度大会開催校より（日本大学） 

2008 年度大会委員長の杉本理事から、2008 年 5 月 17,18 日に会場を確保すべく作

業を進めていることが報告された。懇親会は学内で実施予定であることも報告された。

また、2009 年度の開催校については次回の理事会にて検討することが確認された。 
５．理事長諮問委員会からの報告 
    鈴木委員長提出の報告書が配布された。鈴木先生の報告は５月の理事会の予定。 
６．査読・編集委員会検討委員会からの報告 

年報・紀要に関する理事長諮問委員会（委員長：鈴木基史会員）が 2 月 19 日に開

催され、3 月 8 日に報告書が提出されたことが報告された。詳細については 5 月の理

事会で鈴木委員長から直接口頭にて説明予定であることが報告された。 
査読・編集委員会検討委員会は 2 月 24 日に開催されたこと、および次回は 4 月以

降に開催し、秋をめどに提案を行う予定であることが報告された。 
７．理事長経験者の役職（顧問）について 

理事長経験者の被選挙権および顧問の新設に伴う学会会則および理事・監事候補者

選出規程の改正について事務局より提案がなされた（別紙も参照）。事務局からは会

則第 10 条、11 条、17 条および選出規程第 3 条の改正提案がなされた。これに対して、

選出規程第 7 条の改正、会則第 10 条の改正が必要であることが確認された。また、

第 17 条で顧問の役割を明示することなどが確認された。 
改正のスケジュールは、本理事会での議論を踏まえ、5 月総会・研究会の初日にお

ける理事会で決定、翌日の総会で最終決定とする予定であることが報告された。 
８．『選挙研究』発行部数について 

在庫管理の問題から次回選挙研究の発行部数を 800 部とすることが確認された。ま

た、書籍の保管にあたり民間業者への委託を検討することも確認された。 
９．その他 
（１）新入会員について 

4 名の入会が承認された。 
（２）年会費滞納者の退会について 

3 年間の年会費滞納者退会の件は、大会通知とニューズレターに明記し、5 月の

総会でも通知する。2008 年末日をもって該当者を退会させること承認された。 
（３）その他 

1 月 26 日に内田満元理事長がご逝去され、選挙学会として献花を送る件、次回総

会にて内田・田中靖政元理事長に黙祷を捧げる事が承認された。 
                               以 上 


